
浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案）

に対するご意見をお待ちしています！

１．「浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案）」とは 

中央卸売市場は、開設から 43 年が経過し、施設・設備の老朽化が著しく、社

会環境の変化に対応した市場施設のあり方として、流通の円滑化や品質・衛生

管理の高度化、情報通信技術の活用などが難しいことから、現在の中央卸売市

場の再整備を行うための方針や手法、維持管理のあり方を含めた基本構想の策

定を行うものです。 

２．案の公表期間及び意見募集期間 

令和 4 年 6 月 16 日（木）～令和 4 年 7 月 15 日（金）

３．案の公表先 

中央卸売市場、農業水産課、市政情報室、区役所、協働センター、中央図書館

（臨時窓口）、市民協働センター（中区中央一丁目）、パブコメ PR コーナー（市

役所本館 1階ロビー）にて配布

浜松市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp）に掲載

【トップページ→ご意見・お問い合わせ→パブリック・コメント制度】

４．意見の提出方法 

意見書には、住所、氏名または団体名、電話番号を記入して、次のいずれかの

方法で提出してください。
（意見書の様式は特に問いませんが、参考様式を添付しています。なお、意見は浜松市ホ
ームページ上にある意見入力フォームからも直接提出できます。）

①直接持参 中央卸売市場（管理棟２階）まで書面で提出

②郵便【はがき、封書】

（最終日の消印有効）

〒４３５－００２３

浜松市南区新貝町２３９－１ 中央卸売市場あて

③電子メール orosika@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
④ＦＡＸ ０５３－４２７－７４０４（中央卸売市場）

５．寄せられた意見の内容および市の考え方の公表

お寄せいただいたご意見の内容は、本市の考え方とあわせて、令和４年９月に

公表します。公表先は案の公表先と同じです。 

６．問い合わせ先 

産業部中央卸売市場（ＴＥＬ ０５３－４２７－７４０３）

｢パブリック・コメント制度｣とは、市が計画や条例など

を策定するときに、案の段階で市民の皆さんに公表し、ご

意見、ご要望などを聴きながら最終的な案を決定する手続

きのことをいいます。 

浜松市では、平成１５年４月から、この制度を導入して

います。 



下記の資料をご覧のうえ、ご意見をお寄せください

●パブリック・コメント実施案件の概要

   ●浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案） 

    １ 基本構想策定の趣旨         ････････ Ｐ１

    ２ 卸売市場とは            ････････ Ｐ２～Ｐ５

    ３ 食品流通を取り巻く社会環境の変化 ････････ Ｐ６～Ｐ１０

    ４ 浜松市中央卸売市場の現状と動向 ････････ Ｐ１１～Ｐ１６

    ５ 浜松市中央卸売市場の概要 ････････ Ｐ１７～Ｐ２０

    ６ 浜松市中央卸売市場再整備に関する条件の整理･･ Ｐ２１～Ｐ２２

    ７ 浜松市中央卸売市場の将来ビジョンと戦略 ････ Ｐ２３～Ｐ２７

    ８ 市場再整備方針 ････････ Ｐ２８～Ｐ３２

    ９ 市場再整備スケジュール ････････ Ｐ３３

   １０ 資料編             ････････ Ｐ３４～Ｐ３６

    （１）検討会等の開催経緯

    （２）語句説明

●意見提出様式（参考）



パブリック・コメント実施案件の概要 

案件名 浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案）

趣旨・目的 

・ 開設から 43 年を経過した市場施設の老朽化は著しく、国が示す

市場施設のあり方として、流通の円滑化や品質・衛生管理の高度

化、情報通信技術の活用など、社会環境の変化に対応した施設整

備と持続可能な管理・運営体制の実現のため、再整備の方針や手

法、維持管理のあり方を含めた基本構想の策定を行うものです。

策定（見直し）に 

至った背景・経緯 

・ 中央卸売市場の再整備にあたり、市場関係者で組織する今後の市

場のあり方研究会、附属機関である開設運営協議会や庁内検討委

員会においての協議、市場事業者の意向把握や民間事業者に対す

るサウンディング型市場調査を実施しました。

・ あり方研究会等を開催し、市場事業者への意向把握、意向把握結

果報告、理想的な機能配置と物流動線のあり方検討、機能配置イ

メージ（案）作成や、事業手法・運営・余剰地活用など検討を行

ってきました。

・ 庁内検討委員会を開催し、市場事業者やサウンディング型市場調

査の実施結果を基に、市場再整備基本構想（案）の検討を行って

きました。

立案した際の 

実施機関の考え方

及び論点 

・ 市場は、食品等の流通の核として市民に安定的に生鮮食料品等を

供給する重要な役割を果たすことが目的ですが、年々、市場取扱

数量、取扱金額は減少傾向にあり、全国農業算出額 7 位の本市が、

豊かな農林・水産資源に恵まれた環境と関東圏と近畿圏の中間と

いう立地条件を活かせる環境を有し、新たな取組みにより、市場

取扱数量を増加させ、浜松市中央卸売市場の活性化に繋げていく

など、再整備の方針や考え方を示し、最適な施設整備を行うため

に基本構想を作成するものです。

案のポイント 

（見直し事項な

ど） 

●市場再整備方針 

・市場機能を全面移転可能な規模の用地確保が難しいため現在地での

再整備を検討しています。 

・市場は 24 時間稼働しており、稼働しながら既存施設の長寿命化改

修を行うことは安全衛生上の課題が大きく、また、建物改修の大きな

変更要素が無いため、理想的な物流動線の確保が困難となります。 

・長寿命化と高機能化の同時改修は、既存施設の劣化度によりコスト

増につながる可能性があるため、全面建替えを目指しています。 

●市場整備の考え方（コンセプト） 

・施設規模の適正化が図られた施設づくり 

・商品の鮮度を維持し衛生管理が可能な施設づくり 

・本市の豊かな農林・水産資源や立地環境を活かした施設づくり 

・働き方改革を鑑み安全・安心で働きやすい施設づくり 

・適正な施設規模に伴い発生した余剰地の活用は、市場活性化を目指



します 

・カーボンニュートラルを見据え、食品廃棄物の発生抑制、再利用・

再生利用を踏まえ循環型再生可能エネルギーの導入を目指します 

・情報通信技術、物流 DX など活用した社会環境に適応した市場機能

の変革を目指します 

関係法令・ 

上位計画など 

関係法令：卸売市場法 

     浜松市中央卸売市場業務条例

計画・条例等の 

策定スケジュール 

（予定） 

令和 4 年 6 月 16 日 案の公表、意見募集（～7 月 15 日）

令和 4 年 8 月   案の修正、市の考え方の作成

令和 4 年 9 月   意見募集結果及び市の考え方公表

令和 4 年 10 月   最終案報告



■浜松市中央卸売市場の現状

■浜松市中央卸売市場再整備に関する条件の整理

■食品流通を取り巻く社会環境の変化

浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案） （概要版） 2022年３月

基本構想策定の趣旨 浜松市中央卸売市場は、開設から43年が経過し、施設・設備の老朽化が著しいことや卸売市場法の改正等を踏まえ、消費者が求める安全・安心で新鮮な生鮮食料品等を安定供給する基本的機能の強化と、市場が担う新しい機能の
導入のあり方を明確にし、社会環境の変化に対応した施設整備と持続可能な管理・運営体制の実現のため、将来ビジョンや再整備方針等を含めた基本構想を策定するものである。

□浜松市中央卸売市場の位置
本市場は浜松市南方の南区に位置し、天竜川（右岸）と安間川（左岸）の間

に位置している。敷地の西側には、国道１号線が通っており、東名高速道路浜松IC
から車で約10分の距離にある。敷地の南側には飯田公園があり、その他周辺には住
宅地と田畑が広がる環境である。

□人口減少・少子高齢化の進展
• 浜松市の人口は、2005年（平成17年）の80.4万人をピークに、
その後は減少傾向が続く

• 2025年（令和７年）には人口の約３割が65歳以上の高齢者と
なることが予測され、少子高齢化が進展

□世帯人員減少と世帯数の増加
• 世帯数は、2010年（平成22年）以降、増加が続くと予測されて
おり、単身世帯の増加により、2045年（令和27年）には、1.97人
（2010年は1世帯当たり2.67人）まで減少すると予測される

□家計における加工食品支出の増加
• １人当たりの食料支出割合の推移では、生鮮食品は、2010年
（平成22年）の約30％から、2030年（令和12年）には約23％と
比率が約7ポイント縮小する一方、加工食品は2010年（平成22年）
の約50％から2030年（令和12年）には約56％と、約6ポイント
伸びる見込み

□サウンディング型市場調査の結果概要
市場再整備の4パターンに対する可能性と課題

【既存施設の長寿命化】
• 市場施設を稼働させながらの改修工事は、安全衛生上の課題が
大きく、理想的な物流動線、機能配置が困難

【市場施設のみの新築】
• 市単独またはPFI方式で実施可能であるが、施設整備が使用料
増加に直結することが懸念される

【市場施設の新築に併せた余剰地の活用】
• 余剰地は民間商業施設や複合施設の開発・誘致・運営等の提
案が可能

【市場施設と民間活用施設の合築】
• 市場施設の上層階に食品関連物流事業者を誘致し、市場機能
の強化と取扱量の増加を目指すことが可能

□市場事業者の意向
施設規模や施設の配置、市場の衛生管理方法等に
関する市場事業者の意向

【施設規模と施設配置】
• 市場施設の配置集約と規模のコンパクト化
• 仲卸売場規模を分野や取扱量の大小に応じて柔軟に設定
【品質・衛生管理等に対応した市場の機能向上】
• 鮮度維持や品質管理に対する社会要請に対応可能な、
「閉鎖型施設の実現」と「売場・店舗のコールドチェーン化」
の実現

【荷捌き、ピッキングなどの物流動線の効率化】
• 荷受・荷捌き場、買荷保管積込所などピッキングや配送機
能の向上と共同化、冷蔵庫などの物流センター機能の拡充

浜松市中央卸売市場の将来ビジョンとコンセプト

安全・安心な生鮮食料品の安定供給と
流通のプラットフォームを担う拠点市場

本市場の持続的運営や地域との共存、市場が担うべき役割を踏まえ、安全で安心な生鮮食料品を安定供給する

市場本来の機能を維持しつつ、広域的な食料品流通の拠点としても機能する市場を目指す。

１) 施設規模の適正化が図られた施設づくりを目指す
⇒ 今後の取扱量を踏まえた施設規模の適正化
⇒ 場内事業者と出荷者にとって利用しやすい動線計画

３) 本市場の立地環境を活かした施設づくりを目指す
⇒ 豊かな農林・水産資源に恵まれた産物の集荷機能の強化
⇒ 配送機能の強化と合わせた、卸売市場間のハブ・アンド・スポーク機能の強化

７) 社会環境に適応した市場機能の変革を目指す
⇒ ICT技術を用いた物流DX推進と市場流通の合理化
⇒ 市場再整備を契機とした場内事業者の経営基盤の強化
⇒ 浜松地場産品のブランド化による販売戦略の形成及び販売力の強化

□豊かな農林・水産資源に恵まれた浜松
• 浜松市は、1,558平方キロメートルに及ぶ広大な市
域で、東に天竜川、西に浜名湖、南には遠州灘、北
には天竜美林など、豊かな自然環境に囲まれている。
また、年間の日照時間が長く、温暖な気候に恵まれ、
農業産出額全国７位、総農家数全国１位、農業就
業人口全国３位と全国有数の規模を誇る

□取扱量等の推移
• 野菜の産地別入荷量は、市内産の取扱量の割合が
２位、果実が１位と、市内産のウエイトは高い

• 生鮮魚、冷凍魚、塩加工品の産地別入荷量は、いず
れも静岡県産の取扱量が１位と、県内産のウエイトが
高い

《市場再整備の考え方（コンセプト）》

浜松市中央卸売市場を取り巻く環境
２) 商品の鮮度を維持し衛生管理が可能な施設づくりを目指す
⇒ 適切な商品管理を可能にする定温（低温）施設・設備、冷蔵庫の整備

４) 安全・安心で働きやすい施設づくりを目指す
⇒ 円滑な市場運営と市場で働く人びとにとって安全・安心で働きやすい施設計画
⇒ 災害発生時などの緊急事態でも継続的に生鮮食料品等を供給可能な施設計画

６) 地域まちづくりと地球環境への影響に配慮した市場設備の導入を目指す
⇒ 市場運営に伴い発生する環境負荷の影響に配慮した施設計画
⇒ SDGsなど持続可能な社会への関心の高まりを受けた市場機能の発揮

５）民間活力による余剰地活用とともに市場活性化を目指す
⇒ 市場施設規模の適正化に伴い発生する余剰地を活用した市場の活性化
⇒ 市場と共存可能な民間収益事業の誘致

浜松市中央卸売市場



■市場再整備の方針

■市場用地全体のゾーニング

• 市場の再整備においては、市場機能を全面移転可能な規模の
用地確保が困難であることから、現地での再整備を目指す

• 市場を稼働させながら既存建物を改修することは安全衛生上の
課題が大きいことに加え、既存建物の再整備は施設に大きな変
更要素がなく、理想的な物流動線・機能配置が困難であることや
既存施設の劣化度により工事内容が異なること、長寿命化と高
機能化を同時に実施することは、コスト増につながる可能性がある
ことから、全面建替えを目指す

• 市場エリアでは、現在の中央卸売市場機能を維持し、生鮮食料
品の物流構造等の変化に対応した動線の合理化を図るため、卸
売場、仲卸売場、荷捌き場、買荷保管積込所、冷蔵庫、加工
場などで構成される場内施設の集約と物流動線を整理

• 管理棟、関連棟などは、卸売棟周辺に配置し、買いまわりの利便
性確保と運営効率化を図る

• 市場エリアを確保したうえで発生した余剰地には、市場機能と連
携して活性化につながる民間収益施設の誘致を目指す

■市場の施設規模と機能配置

□売場機能の配置イメージ
市場のあり方検討における市場事業者の理想的な施設配置のイメージに、市場
機能の配置と場内動線の考え方を踏まえ次に示す

【青果】
• 屋根付きの荷下ろし場を設け、大口取引主体で仲卸店舗を介さない物流動線と、
小口取引主体の動線に区分

• 小口取引主体の仲卸業者は各店舗と連続した加工・配送・荷捌き施設を整備
• 大口取引主体の仲卸業者は、店舗・事務所とは別の位置に加工・配送・荷捌き施
設を整備

【水産】
• 屋根付きの荷下ろし場を設け、大口取引と小口取引の動線を荷下ろし段階で分離
• 仲卸業者は各スペースに適宜加工設備等を整備
• せり・入札取引、相対取引に対応した卸売場を設置
• 必要に応じて、卸売場内に買荷保管庫（冷蔵、冷凍）を設置

市場再整備方針

浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案）（概要版） 2022年３月
浜松市産業部中央卸売市場 〒435-0023 静岡県浜松市南区新貝町239-1 TEL 053-427-7403 FAX 053-427-7404

E-mail orosika@city.hamamatsu.shizuoka.jp

□新市場施設の規模
• 市場の施設規模については、市場内事業者への整備後希望面積に関する調査結果及び使用
実態を踏まえ設定

• 市場の取扱数量の目標値等を用いて市場の規模を算定する「卸売市場施設規模算定基準」を
用いて算出した結果、市場の基礎機能（卸売場、仲卸売場、買荷保管積込所）は、現況と
比較して80％程度の規模となる事を確認
※農林水産省の第10次卸売市場整備基本方針の「卸売市場施設規模算定基準」を使用

□機能配置と場内動線
【市場施設のコンパクト化】
• 市場内の取引が、せり売りから相対取引への移行により、量販店等中心の大口取引と、専門小
売店や飲食店等の小口取引に大きく分かれていることを考慮し、卸売場、仲卸売場などの市場
の基礎機能をコンパクト化
▼せり売りと相対取引の取引量の変化
青果 水産

【場内業者の取扱量の大小による柔軟な施設配置】
• 取扱量の大小や取引先の形態に応じた仲卸売場、買荷保管積込所等の機能配置や動線を設
定し、それぞれの取引方法を維持・両立可能な機能配置、場内動線とする

【場内物流動線の整理】
• 商品の搬出入を効率化するため、搬入・搬出用トラックバースを別々に設け、商品の積降場所を
特定し、動線の交錯を抑制

• 買受人が買いまわりやすいように青果と水産の仲卸売場と関連店舗をできるだけ近くに配置

▼市場再整備スケジュール（官民連携手法採用の場合）
項 目 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年以降

基本構想
基本計画
民間活力導入可能性調査

事業者選定
実施方針等の作成
事業者公募・選定

設計・建設
場内事業者との調整

大口取引に対応した荷下ろしスペース 定温化された仲卸売場 小口取引に対応した卸売場
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▼売場の機能配置イメージ

▼大口・小口取引のイメージ

▼ゾーニングイメージ

• 本市場の将来ビジョンの実現に向けた市場再整備事業の実施に
あたっては、公共と民間が連携して公共施設等の建設、維持管
理、運営等を行うことで、民間の創意工夫等を活用して財政資
金の効率化等、行政の財政負担の軽減やサービス提供等を目
的に導入されている官民連携手法の導入を検討

• 基本構想策定後、2023年度（令和５年度）
にかけて、市場再整備基本計画策定と並行して
民間活力導入可能性調査を実施

• 2024年度（令和６年度）から2025年度（令
和７年度）にかけて、再整備事業を担う民間事
業者を選定し、2026年度（令和８年度）以降
設計・建設等の再整備事業の着手予定

■市場再整備の事業スキーム ■市場再整備スケジュール

※

水産青果



パブリック・コメント意見提出様式
～ あ な た の ご 意 見 を お 待 ち し て い ま す ～

ご住所 
（所在地）

お名前 
（法人名・団体名） 

電話番号 

案の名称 浜松市中央卸売市場再整備基本構想（案） 

意見募集期間 令和４年６月１６日（木）～令和４年７月１５日（金） 

意見欄 

・この様式は参考です。任意の様式でも提出していただくことができますが、その
場合でも、上記と同様の内容について記入をお願いします。 

・この様式は、市ホームページからもダウンロードできます。 

【提出先】 中央卸売市場あて 
住所    ：〒４３５－００２３ 浜松市南区新貝町２３９－１ 
ＦＡＸ   ：０５３－４２７－７４０４ 
Ｅ－ｍａｉｌ：orosika@city.hamamatsu.shizuoka.jp 



～どうやって意見を書いたらいいの？～

「もっとこうしたらどうか」「もっとこうしてほしい」など、計画や条

例の案を見て思ったこと、感じたことを箇条書きや文章にまとめてくだ

さい。 

 どうやって書いたらいいか分からない場合には、以下の書き方例を参

考にしてみてください。 

＜書き方例＞ 

・ ●ページにある「○○○○」という言葉は分かりにくいので、「□□

□□」に変えてはどうでしょうか。 

・ ●ページの「△△△△」については、「■■■■」という内容を追加

したほうがよい。その理由は･････だからである。

・ ●ページに書いてある目標件数ですが、「○○件」では少ないので、

「□□件」にすべきだと思う。

・ ●ページの「△△△△」という文章は具体的にどういう意味なのか。

また、専門用語が多く使われているので、計画の中に用語解説をつけ

るべき。 

皆さんからの

ご意見を 

お待ちして 

おるのじゃ！ 


